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お知らせ
読んで得する年金の話

【国民年金保険料は納付期限までに納めましょう】
　今年度の国民年金保険料は、月額16,520円です。
日本年金機構では、保険料を納付期限までに納めて
いただけない方に対して、電話、書面、面談により
納めていただくよう案内しています。
　未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによっ
て督促を行い、指定された期間までに納付がない場
合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務者

（被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶
者および世帯主）の方の財産を差し押さえることが
ありますので、お早めに納付をお願いします。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、
免除や猶予を受けることができます。免除期間は、
申請時点の２年１カ月前の月分までです。詳しくは、
戸籍年金係窓口またはお近くの年金事務所にご相談
ください。

【年金のお支払いは前納がお得です】
　前納制度は、保険料が割引されます。現金納付・
口座振替どちらも利用できますが、口座振替による
前納はさらに割引されるのでお得です。６カ月前納

（10 ～ 3 月分）される場合は、８月末までに手続
きが必要です。
問  住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）、札幌北
年金事務所（☎ 011 － 717 － 4115）

ジェネリック医薬品を活用しましょう

　森林は一旦火災などで失われると、その大切な機
能が回復するまでには何十年もの年月を要します。
山火事のほとんどは、人間の不注意によって起きて
いますので、未然に防止することも可能です。
　　ゼロカーボン推進室林政係（☎ 27 － 5089）

山火事にご注意ください

問

　ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能
を持ち、厚生労働省の基準を満たす薬です。薬によっ
て異なりますが、新薬より３割以上、中には５割以
上安くなるものもあります。
　処方を希望される場合は、病院・診療所・保険薬
局等で医師や薬剤師にその旨を伝え、よく相談して
ください。切り替えの意思を伝えることが出来るよ
う、「ジェネリック医薬品希望シール」を役場住民
課窓口に設置しています。
　町の国民健康保険被保険者の皆さんには年に３
回、ジェネリック医薬品を利用した場合の差額を通
知しています。通知対象月の処方実績やジェネリッ
ク医薬品への切り換えによる効果の目安となります
ので、ご確認ください。
　　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 －
2467）
問
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　空き地の所有者や管理者は、雑草が放置されるこ
とのないよう、お早めに草刈りをするなどの適正な
管理をお願いします。
　　環境生活課環境対策係（☎ 23 － 2503）

空き地は定期的に草刈りを

問

水道メーターの取り替えについて

　水道メーターは、計量法により有効期間が８年と
定められており、町では期間満了までに取り替えを
行っております。
　今年、取り替えの対象となる方にはハガキで通知
し、町が指定した業者が取り替えます。留守中に作
業を行う場合もありますので、水道メーターボック
スの上に物を置かない等、ご協力をお願いします。
取り替えにかかる費用負担はありません。
　また、上下水道課等の行政機関を名乗る悪質業者
の訪問には、十分にご注意ください。　
　　上下水道課業務係（☎ 22 － 2411）問

　町では、生ごみ堆肥化容器の購入費に対し、販売
価格（消費税等を含めた額）の２分の１以内を補助
しています。補助上限額は、3,000 円です。
補助  生ごみ堆肥化容器（コンポスト・10 リットル
以上） 対象  町民の方　※過去７年間に本制度の補助
を受けていない方で、１世帯につき１個のみです。
注意  製品を購入する前に、役場環境対策係または太
美出張所に申請書を提出し、交付決定後に製品を購
入してください。支払いは自己負担分のみです。
販売  山田産商（☎ 23 － 3732）、泉亭産業（☎ 23
－ 2277）、 ふ じ や 覚 張 商 店（ ☎ 23 － 2031）、
DCM ニコット当別店（☎ 23 － 4000）、DCM ニ
コット太美店（☎ 25 － 3100）、北石狩農業協同
組合（☎ 23 － 2530）※製品によっては取り寄せ
になる場合もありますので、事前に各販売店に問合
せください。 問  環境生活課環境対策係（☎ 23 －
2503）

生ごみ堆肥化容器の購入費を補助しています

第3回当別町ゼロカーボン勉強会を開催します

　今回は、エネルギーという観点から当別町の未来
を考える会です。これまで、20 ～ 70 歳ほどの幅
広い世代の方が参加していますので、気兼ねなくご
参加ください。
日時  ６月 29 日（木）19 時～ 21 時 場所  当別町商
工会館２階　 内容  勉強会、質疑応答、ディスカッショ
ン 問 　松岡（☎ 090 － 7514
－ 0614）　
申込は右記 QR コードから
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　行政相談員委員は、行政に関する苦情や要望など
の相談を無料で受けて、相談者への助言や関係機関
に対して通知を行っています。
日時  ６月 15 日（木）10 時～ 12 時　 場所  役場１
階 消費生活相談室（環境生活課町民生活係 横）
他  今後の日程は町内イベントカレンダー（今月号
は P28 参照）に掲載します。 問  中山（☎ 080
－ 6069 － 4282）

行政相談委員による相談所開設日について

ファイターズ戦にご招待！ 当別町民応援デー

　エスコンフィールド HOKKAIDO で開催される
東北楽天ゴールデンイーグルス戦に、当別町にお住
まいの方 300 組 600 名様をご招待します。

申込期間

　7 月 12 日（水）18 時試合開始、エスコンフィー
ルド指定席　※塁側・お座席位置はお選びいただけ
ません。

その他

問合せ

試合日程等

　6 月 1 日（木）～ 6 月 30 日（金）

　当落通知は、申込み締切後の 1 週間以内にメー
ルにて送付します。

　北海道日本ハムファイターズ（☎ 0570 － 005
－ 586　平日 10 時～ 17 時 30 分）

お申込みはこちら→

2023 とうべつナイトパークを開催します

　子供からお年寄りまで、茶の間で晩御飯を食べる
感覚で集まるイベントです。小雨決行、雨天の場合
は翌日に順延します。
日時  6 月 23 日（金）　17 時～ 20 時　 場所  本通り、
中央通り 　  当別町商工会 ( ☎ 23 － 2447）問

　あなたのまわりに不法滞在者や不法就労者はいま
せんか。不法滞在や不法就労をしている外国人を見
聞きした際は、警察署まで通報してください。
　　札幌方面北警察署（☎ 011 － 727 － 0110）

不法滞在・不法就労を未然に防止しましょう

問

　３月 31 日付で大澤俊信氏が退任され、４月１日
付で民生委員が変更となりました。
・赤石　惠美子　氏（白樺町地区）
　民生委員は守秘義務のもと地域での生活相談や子
どもに関する相談などを行っています。安心してご
相談ください。
　　保健福祉課福祉係（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

民生委員が変わりました

問
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ふれ・スポ・とうべつからのお知らせ

　航空自衛隊のある阿蘇岩登山を楽しみませんか？
日時  7 月２日（日）9 時 30 分、総合体育館出発
※自衛隊の協力により、自衛隊のバスで送迎します。
場所  航空自衛隊当別分屯基地敷地内　 対象  小学生以
上の方（小学低学年は保護者同伴 )、先着 55 名。
料金  【一般】ふれスポ会員 500 円、非会員 1,500
円、【小学生】ふれスポ会員 100 円、非会員 500
円　※参加料は当日受付　 申込  ６月 15 日（木）～
21 日（水）に、電話・FAX・メールで下記問合せ
まで申込みください。申込用紙は、ふれスポホーム
ページからダウンロードできるほか、総合体育館、
白樺コミセン・西当別コミセンに備えつけていま
す。 問  N P O 法人ふれ・スポ・とうべつ事務局

（総合体育館内・☎ 22 － 3833/FAX22 － 3832/
mail：furesuposoutai@gmail.com）

阿蘇岩ウォーキング

バウンドテニス初心者講習会を開催します

　経験者、未経験者問わず大歓迎です。運動しやす
い服装で参加ください。
日時  ①６月 22 日（木）9 時 30 分～ 12 時、②
６月 24 日（土）19 時～ 21 時　 場所  総合体育館 
料金  無料 持参  運動靴　 問  当別バウンドテニス協
会（西本・☎ 090 － 9518 － 1758）

市民後見人養成講座を開催します

　地域福祉や権利擁護に携わる担い手として活動で
きる受講者を募集します。
日時  8 月 16 日～ 9 月 27 日（予備日は 10 月 4 日）
の毎週水曜日（７日間） 場所  オンライン受講（ゆと
ろ・新篠津村役場） 料金  無料（キャンセルの場合は
資料代を請求する場合があります） 対象  ①町民・新
篠津村村民　②すべての日程で受講できる方　③成
年後見制度や福祉活動に理解がある方　④後見人の
欠落事由等に該当しない方　 締切  ６月 23 日（金）
他  人数制限があるため、希望者多数の場合は選考 
問  とうべつ・しんしのつ成年後見支援センター

（ ゆ と ろ 内・ ☎ 22 － 2301/FAX22 － 0001/
mail:toshakyo.kouken@galaxy.ocn.ne.jp）

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です

　外国人の雇用はルールを守って適正に行いましょう。
①雇い入れる前に就労が認められるか在留資格を確
認してください。　②外国人の雇い入れと離職は、
必ずハローワークに届け出てください。　③労働保
険・社会保険等の加入をはじめ、適正な雇用管理を
行ってください。
　　ハローワーク札幌北（☎ 011 － 743 － 8069）、
札幌東労働基準監督署（☎ 011 － 894 － 1120）
問


